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当社株式の大規模買付行為への対応策（買収防衛策）の継続に関するお知らせ 

 

当社は、当社の企業価値および株主共同の利益を確保し、向上させることを目的として、平成 19 年６月

28日開催の当社第 60回定時株主総会における株主の皆様のご承認に基づき、特定の株主または株主グ

ループによって当社株式の一定規模以上の買付行為が行われた場合の対応策を導入いたしました。 

その後、当社は、直近では平成 26年３月 28日開催の当社第 67回定時株主総会における株主の皆様

のご承認に基づき、当該対応策の内容の一部を改定した上で当該対応策を継続いたしております（以下、

かかる改定後の対応策を「旧施策」といいます。）。 

旧施策の有効期間は、平成 29年３月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとされていることか

ら、当社は、旧施策の継続以降の法令改正、買収防衛策に関する議論の動向等を踏まえ、改めて旧施策

の在り方についてさらなる検討を行い、本日開催の当社取締役会において、当社取締役全員の賛成によ

り、平成 29 年３月 30 日開催予定の当社第 70 回定時株主総会（以下、「本定時株主総会」といいます。）

において株主の皆様のご承認が得られることを条件として、旧施策の内容の一部を以下のとおり改定し、

継続することを決議いたしましたので、お知らせいたします（以下、かかる改定後の対応策を「本施策」とい

います。）。 

 

本施策の継続につきましては、本施策の具体的運用が適正に行われることを条件として、社外監査役２

名を含む当社監査役４名全員が本施策に異議がない旨の意見を述べております。 

平成 28 年 12 月 31 日現在における当社の大株主の状況は、別紙１に記載のとおりです。また、本日時

点において、当社取締役会が特定の第三者から大規模買付行為（下記第１の１．に定義されます。）を行う

旨の通告や提案を受けている事実はございません。 

本定時株主総会において本施策の継続に関する株主の皆様のご承認が得られた場合、本施策の有効

期間は、平成 32年３月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとなります。 

 

 

なお、本施策の主な改定内容は次のとおりでありますが、実質的な内容についての大幅な変更はござ

いません。 
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①当社株主総会の決議により本施策を廃止できる旨を追加 

②非適格者（別紙４の７．に定義されます。）に対して金員等の交付を行わない旨の明示的な規定の追加 

③語句の修正および文言の整理 

 

第１ 本施策導入の目的について 

 

１．本施策の目的  

本施策の目的は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損し、あるいは、中

長期的に見てそれらの確保・向上に資さないおそれのある大規模買付行為（以下に定義します。）に対し

て適切な対応を行うことにあります。 

本施策の適用対象となる「大規模買付行為」は、(i)特定株主グループ（以下に定義します。）の議決権割

合（以下に定義します。）を 20％以上とすることを目的とする当社株券等（注１）の買付行為もしくは結果とし

て特定株主グループの議決権割合が 20％以上となる当社株券等の買付行為もしくはその提案（市場取引、

公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問いませんが、あらかじめ当社取締役会が同意した者による

買付行為またはその提案を除きます。）、または、(ii)前記(i)の各行為の実施の有無にかかわらず、当社の

特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含みます。以下、本項において同じとします。）との間

で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者（注２）に該当するに至るような合意その他の行為、も

しくは当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者が

共同ないし協調して行動する関係（注３）を樹立する行為（注４）（ただし、当社が発行者である株券等につ

き当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合（注５）の合計が 20％以上となるような場合に限りま

す。）であります（以下、かかる大規模買付行為を行う者を「大規模買付者」といいます。）。 

特定株主グループとは、①当社株券等の保有者（注６）およびその共同保有者、②当社株券等の買付

け等（注７）を行う者およびその特別関係者（注８）、または③前記①および②に該当する者の関連者（注９）

をいいます。議決権割合とは、特定株主グループが前記①の場合においては当該保有者の株券等保有

割合をいい、特定株主グループが前記②の場合においては当該買付け等を行う者および当該特別関係

者の株券等所有割合（注 10）の合計をいいます。 

 

（注１）金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する株券等をいいます。以下、同じとします。 

（注２）金融商品取引法第 27 条の 23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に基づき共同保有

者とみなされる者を含みます。以下、同じとします。 

（注３）「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくはそれらの者

が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業務提携

関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや貸株等

を通じた当社の株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該大規模買付者および当該他

の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとします。 

（注４）所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合理的に行う

ものとします。なお、当社取締役会は、本文の所定の要件に該当するか否かの判定に必要と判断さ

れる範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがあります。 

（注５）金融商品取引法第27条の23第４項に規定する株券等保有割合をいい、当該保有者の共同保有者

の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいいます。）も計算上考慮するものとしま

す。 

（注６）金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保有者とみなさ

れる者を含みます。以下、同じとします。 

（注７）金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市場において行
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われるものを含みます。以下、同じとします。 

（注８）金融商品取引法第 27条の２第７項に規定する特別関係者をいいます。ただし、同項第１号に掲げる

者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令第３条第２項

で定める者を除きます。以下、同じとします。 

（注９）ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され、もしくはその者と共同の支配

下にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含みます。）、またはその者と協調して行

動する者として当社取締役会が認めた者をいいます。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の

方針の決定を支配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義されます。）をいいます。 

（注 10）金融商品取引法第 27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいいます。 

 

２．当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上の取組みについて 

(1)企業価値の源泉について 

当社グループは、明治38年（1905年）に和帳の表紙店として創業以来、事務用紙製品分野からオフィス

ファニチャー分野へと事業領域を拡大し、国内最大級の総合オフィスサプライヤーへと成長してまいりまし

た。現在では、ステーショナリーおよびオフィスファニチャー製品の開発・製造・販売、オフィス・店舗・官公

庁・学校・病院等の空間構築設計・施工・コンサルティング、オフィス用品の通信販売、個人向け家具・イン

テリア・雑貨の販売等、商品だけでなくサービスも含めた総合提案力によって、お客様の課題解決を一手

に担うことのできる企業グループへと進化を遂げております。 

 

(2)企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上に向けた施策 

当社グループは、平成 27年 10月 23日に、平成 28 年度から平成 30年度までの 3 ヵ年の中期経営計

画「Value Transformation 2018」を発表しました。内容につきましては、4つの柱からなる以下の経営方針と

しております。 

 

i．将来にわたる企業のありたい姿、3 ヵ年における基本方針 

将来にわたる企業のありたい姿を「コクヨは、商品・サービスを通じて、顧客の創造性を向上する価値

を提供することにより、人々のより良い はたらく・まなぶ・生活する“Quality of Lifeの向上”を実現し、社

会の役に立つLife & Work Style Companyを目指す」としています。 

そのために、3 ヵ年の新たな経営の基本方針を、『価値創造にこだわる自己改革～Value 

Transformation 2018～』とし、顧客本位にこだわった価値創造を実現する“運営モデルの改革”と、中長

期の持続的成長を可能とするための“収益体質のつくりこみ”に取り組みます。 

 

ii.運営モデルの改革 

どの事業においても、顧客への付加価値向上による収益性の改善・成長を実現するために、「シェア

と粗利率」にこだわり、メーカー、流通が“全社一丸”となって、中長期の持続的成長を担保する運営モデ

ルを実現します。これにより、過去最高となる売上総利益率 35.5％以上を目指します。 

ステーショナリー事業の基本方針： 

『NB商品のシェアと粗利率にこだわり、顧客への価値を高め続けることで持続的成長を実現する』 

ファニチャー事業の基本方針： 

『差異化された新たな付加価値による業態進化を目指すことで持続的成長を実現する』 

カウネット事業の基本方針： 

『顧客への付加価値にこだわった“魅力的な第 3極”戦略による成長の兆しを獲得する』 

海外事業の基本方針： 
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『顧客への価値提供と事業収益性の確保を両立させ持続可能なビジネスモデルを確立する』 

 

iii．収益体質のつくりこみ 

この 3 ヵ年で、経営効率の改善により、営業利益率 5.5％以上を達成することにこだわります。事業部

門と管理部門の業務の重複をなくし、管理部門が事業運営における効率化を推進することで、全社の管

理・間接業務の大幅な生産性の向上を目指します。これによる直接部門でのリソース創出、生産性向上

および新価値創造に取り組むことで、高収益体質への転換を実現します。 

 

iv．3 ヵ年でのゴール、財務目標数値 

今中期経営計画のゴールは、①『成長原資の獲得』として国内事業での営業利益 170 億円以上の達

成、②『高効率経営の実現』として営業利益率 5.5％以上、③『海外の自立化』として海外事業の収益安

定化、としました。 

2018 年度には、売上高 3,200 億円以上、売上総利益率 35.5％以上、営業利益 175 億円以上、営業

利益率5.5％以上、の達成を目指します。また、主要財務指標の見通しとして2018年度のROEを6.5％と

しています。 

 

以上の経営方針に基づき、当社グループにおける持続的成長の獲得を目指してまいります。 

 

(3)コーポレート・ガバナンスについて 

当社は、監査役会設置会社であり、業務執行を監督する取締役会と、取締役会から独立し、取締役の

職務の執行を監査する監査役によるコーポレート・ガバナンス体制を構築しております。多様なステークホ

ルダーの信頼に応えうるコーポレート・ガバナンス体制を確立するため、監督体制の強化、経営各層の責

任の明確化、経営の効率化、透明性および公正性の向上を図っております。 

当社の取締役会は社外取締役 3名を含む計 8名で構成されており、経営環境の変化へより迅速に対応

できる体制を整えております。また、当社は、監督と業務執行を分離し、意思決定の迅速化、業務の効率

化を図るため執行役員制度を導入しております。監督機能を担う取締役会では、グループ全体の経営方

針の決定、事業計画等の重要な意思決定および業務執行の監督を行っております。一方、業務執行の機

能を担う機関として、「グループ本社役員会」を設けております。グループ本社役員会は、社長執行役員お

よびグループ上席執行役員で構成され、主にグループ全体に関わる重要案件を審議、決定しております。 

また、当社は、当社取締役会の諮問機関として、委員長を社外取締役または社外委員（外部有識者）か

ら選任し、社外取締役または社外委員（外部有識者）が過半数となる人事・報酬委員会を設置しております。

人事・報酬委員会では、取締役、監査役および執行役員候補者の検討ならびにその任免や、役員報酬制

度の討議および報酬制度に基づく個々の役員の評価、報酬等の検証を行い、当社取締役会へ答申、提

言を行っております。 

以上のとおり、創業以来蓄積されてきた幅広いノウハウと豊富な経験、ならびに株主、顧客、取引先、従

業員および地域社会等のステークホルダーの皆様との間に築かれた良好な信頼関係を維持・促進すると

ともに、グループ一丸となって事業基盤の強化・再構築に努めていくことによって、当社の企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上が実現されるものと考えます。 

 

３．本施策の必要性 

近時、わが国の資本市場においては、対象となる会社の経営陣の賛同を得ることなく、一方的に大規模

な株式の買付けを強行するといった動きが一部に見受けられます。 
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もとより、当社は上場会社として当社株式の自由な売買を認める以上、当社株券等の大規模な買付けで

あっても、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に資するものであれば、これを一

概に否定するものではありません。また、株式会社の支配権移転を伴う買収提案についての判断は、当然

ながら、最終的には当該時点における株主の皆様に、当社の企業理念や経営戦略をご理解頂いた上で、

適切にご判断頂くべきものであると考えております。 

しかしながら、こうした大規模な株式の買付けの中には、その目的等から見て発行会社の企業価値およ

び会社の利益ひいては株主共同の利益に対する明白な侵害をもたらすもの、株主の皆様に株式の売却を

事実上強要するおそれがあるもの、株主の皆様や当社取締役会が大規模な株式の買付けの内容等を検

討し、あるいは当社取締役会が代替案を提案するための十分な情報や時間を提供しないもの等、発行会

社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を毀損しかねない行為も少なからず存在しま

す。 

言い換えれば、流通構造の変化に伴う価格競争の激化や原材料・為替高騰等による厳しい事業環境の

なか、当社がステーショナリーおよびファニチャーの各商材を取り扱い、オフィス・執務空間に関するサービ

ス・ソリューションの提供を継続しながら、企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を確保・向

上させていくためには、代理店、小売店等の事業パートナーとの信頼関係や人的資産を中長期的視点で

育成し、優良な顧客基盤を維持・拡大することが必要不可欠ですが、買付者がかかる状況に対してどのよ

うな認識を有し、また、どのような経営方針を有しているか等についての十分な情報がなければ、株主の皆

様や当社取締役会において当該買付けが当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益

に資さないものかどうか判断することは極めて困難です。 

また、外部者である買付者からの大規模な株式の買付けの提案を受けた際には、前記の諸点のほか、

当社の有形無形の経営資源、将来を見据えた施策の潜在的効果、その他の当社の企業価値を構成する

要素等、さまざまな要素を適切に把握した上で、当該買付けが当社の企業価値および会社の利益ひいて

は株主共同の利益に及ぼす影響を判断する必要がありますが、かかる判断にはある程度の時間が必要で

す。こうした事情に鑑みて、当社取締役会は、当社株券等に対する大規模買付行為が行われた際に、これ

に応じるべきか否かを株主の皆様が判断し、あるいは当社取締役会が株主の皆様のために代替案を提示

し、大規模買付者と交渉を行うこと等を可能にするために必要な情報や検討・評価期間を確保することによ

り、当該買付けを一定期間停止させ、必要に応じて対抗措置を講じることをもって、当社の企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上に反する大規模買付行為を抑止する枠組みが不可欠

であると判断し、本施策を継続することを決議いたしました。 

 

第２ 本施策の内容について 

 

１．本施策の概要 

本施策は、大規模買付者が従うべき本施策の手続（後記２.）と、大規模買付行為に対して当社が採りう

る大規模買付対抗措置（後記３.）から構成されております。 

本施策において、まず、当社は、大規模買付者に対し、株主の皆様の判断および当社取締役会の検

討・評価のための情報提供（後記２.(1)）と、当社取締役会による検討・評価の期間の付与（後記２.(2)）を要

請いたします。 

次に、当社取締役会は、大規模買付者が本施策の手続を遵守しない場合または大規模買付行為によ

って当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益が著しく毀損されるものと判断する場合

に、一定の要件のもと、大規模買付対抗措置として新株予約権無償割当て等を決議するものとします（後

記３.(2)、(3)）。 
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なお、本施策に基づく大規模買付対抗措置を機動的に実施するため、新株予約権の発行登録を行う場

合があります。 

 

(1)定時株主総会における承認 

本施策の継続は、株主の皆様の意思を反映するため、当社定款第 18 条の規定に基づき、本定時株主

総会における株主の皆様のご承認を得ることを条件といたします。 

 

(2)独立委員会の設置 

本施策に基づき大規模買付対抗措置を発動するか否かは、最終的には当社取締役会により決定されま

すが、当社取締役会による恣意的な判断を防止し、当社取締役会の判断の客観性、公正性および合理性

を担保するため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した立場の当社社外取締役、社外監査役または

社外有識者のみから構成される独立委員会を設置いたします（後記２.(3)）。 

独立委員会規則の概要につきましては、別紙２をご参照ください。なお、本施策に基づく独立委員会の

委員には、別紙３に記載の各氏が就任する予定であります。 

 

２．本施策の手続 

(1)取締役会に対する情報提供 

大規模買付者は、大規模買付行為に先立ち、当社取締役会に対し、当社株主の皆様の判断および当

社取締役会としての意見形成のために必要かつ十分な情報（以下、「本情報」といいます。）を日本語によ

る書面をもって提供するものとします。これは、当該大規模買付行為に関して株主の皆様が適切な判断を

行い、かつ当社取締役会が適切な検討・評価を行うことを目的としております。 

具体的には、大規模買付者は、大規模買付行為を行おうとする場合には、当社取締役会に対して、日

本語による書面によって、大規模買付者の氏名または名称、住所または本店所在地、代表者の氏名、国

内連絡先、設立準拠法（外国法人の場合）および提案する大規模買付行為の概要を明示し、かつ、本施

策の手続を遵守する旨の誓約書（意向表明書）を提出するものとします。なお、意向表明書には、大規模

買付者の商業登記簿謄本、定款の写しその他の大規模買付者の存在を証明する書類を添付するものとし

ます。 

当社取締役会は、大規模買付者に対して、かかる意向表明書受領後 10 営業日以内に、大規模買付者

が当初当社取締役会に提供すべき本情報のリストを交付するものとします。大規模買付者は、当社取締役

会に対して、本情報のリスト交付日から起算して 60日以内に本情報について日本語による書面をもって回

答するものとします。本情報の一般的項目は以下のとおりです。 

 

①特定株主グループ（大規模買付者を含む。以下、同じ。）の概要（沿革、役員構成、役員の氏名・略歴、

過去の法令違反の有無およびその内容、主要業務、主要株主または主要出資者（所有株式数または出

資割合上位 10 位）、グループ組織図、直近３ヵ年の有価証券報告書またはこれに相当する書面、連結

財務諸表を含む。） 

②大規模買付行為の目的（支配権取得もしくは経営参加、純投資もしくは政策投資、大規模買付行為実

行後における当社の株券等の第三者への譲渡等、または重要提案行為等（金融商品取引法第 27条の

26 第 1 項、同法施行令第 14 条の 8 の 2 第 1 項、および株券等の大量保有の状況の開示に関する内

閣府令第 16 条に規定する重要提案行為等をいう。）を行うことその他の目的がある場合には、その旨お

よび概要を含む。なお、目的が複数ある場合にはその全てを記載する。）、方法および具体的内容（大

規模買付行為による取得を予定する当社の株券等の種類および数、大規模買付行為の対価の額およ
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び種類、大規模買付行為の時期、関連する取引の仕組み、大規模買付行為の方法の適法性ならびに

大規模買付行為の実行の可能性等を含む。） 

③特定株主グループの株券等保有割合および株券等所有割合 

④大規模買付行為における当社株券等の買付価格の算定根拠、取得資金の裏付けならびに資金調達の

具体的内容および条件 

⑤特定株主グループが当社の経営権を取得した場合における、経営方針、経営計画、事業計画、財務政

策、資本政策、配当政策、経営権取得後３年間の経営・財務諸表の目標数値および算出根拠、ならび

に役員候補者およびその略歴（当社および当社グループの事業と同種の事業についての経験等に関

する情報を含む。）（ただし、大規模買付者による大規模買付行為が少数株主が残存しない 100％現金

（円貨）買収の場合、本号の情報の提供は概略のみで足りるものとする。） 

⑥特定株主グループと当社グループの主要取引先との間の従前の取引関係および競合関係 

⑦大規模買付行為実行後における、大規模買付者のグループ内における当社グループの役割 

⑧当社株主（特定株主グループを除く。）、当社グループの従業員・取引先・顧客、地域社会等の利害関

係者との関係について、大規模買付行為実行後に予定する変更の内容 

⑨現金以外の対価をもって大規模買付行為を行う場合における対価の価額に関する情報 

⑩大規模買付行為のために投下した資本の回収方針 

⑪反社会的勢力ないしテロ関連組織との関連性の有無（直接的であるか間接的であるかを問わない。）お

よび関連性が存在する場合にはその内容 

⑫特定株主グループによる、当社株券等または当社グループの事業に関連する資産を原資産とするデリ

バティブその他の金融派生商品の保有状況および契約状況ならびに当社株券等の貸株・空売り等の状

況 

⑬大規模買付者が提供する本情報を記載した書面の記載内容が重要な点において真実かつ正確であり、

重要な事実につき誤解を生ぜしめる記載または記載の欠落を含まない旨の責任者による宣誓 

 

なお、大規模買付者から当初提出された情報だけでは本情報として不十分であると認められる場合、当

社取締役会は大規模買付者に対し、十分な本情報が揃うまで、さらに 30 日を上限として追加的に日本語

による書面での情報提供を求めることがあります。また、当社取締役会は、大規模買付者が出現したことを

当社取締役会が認識した場合はその事実について、意向表明書または本情報を受領した場合はその受

領の事実について、速やかに情報開示を行います。大規模買付者が提出した本情報は、株主の皆様の判

断に必要かつ適切と認められる範囲において、その全部または一部について適時適切な情報開示を行い

ます。 

 

(2)取締役会における検討および評価 

大規模買付者が当社取締役会に対して追加的な情報提供を含む本情報の提出を完了した日から60日

間（大規模買付行為が対価を現金（円貨）のみとする公開買付けによる当社全株式の買付けの場合）また

は 90 日間（その他の大規模買付行為の場合）の期間を、当社取締役会による本情報の検討および評価、

大規模買付者との交渉および協議、大規模買付行為に関する意見形成、株主の皆様に対する代替案の

作成および提示等を行うための期間（以下、「取締役会評価期間」といいます。）として設定します。大規模

買付者は、取締役会評価期間の末日が経過するまで、大規模買付行為を開始することができないものとし

ます。なお、取締役会評価期間の始期および終期については、速やかに情報開示を行います。 

当社取締役会は、取締役会評価期間中、独立委員会の勧告、外部専門家等の助言を受けながら、提

供された本情報の検討および評価を行い、当社取締役会としての意見を慎重に取り纏めます。また、当社
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取締役会は、当社取締役会としての意見について、株主の皆様の判断に必要かつ適切と認められる範囲

において適時適切な情報開示を行います。 

 

(3)独立委員会 

当社取締役会は、本施策の手続を適正に運用し、取締役会によって恣意的な判断がなされることを防

止するための機関として、独立委員会を設置します。独立委員会の委員は３名以上で構成し、公正で中立

的な判断を可能とするため、当社の業務執行を行う経営陣から独立した立場の当社社外取締役、社外監

査役または社外有識者が独立委員会の委員に就任します。当社取締役会は、取締役会評価期間中、本

情報ならびに本情報の当社取締役会による評価および分析結果を独立委員会に提供します。独立委員

会は、当社取締役会の諮問に基づき、当社取締役会による評価、分析結果および外部専門家の意見を参

考にして、また、判断に必要と認める情報等を自ら入手、検討して、①本施策の対象となる大規模買付行

為への該当性、②大規模買付対抗措置の発動または不発動、③大規模買付対抗措置の中止、④その他

当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が独立委員会に諮問した事項について決定し、そ

の決定内容およびその根拠資料その他独立委員会が必要と認める情報・資料等をもって、当社取締役会

に対し、勧告を行います。 

独立委員会は、一旦当該勧告を行った後でも、大規模買付者が大規模買付行為を中止または撤回した

場合等、当該勧告の前提となった事実関係等に変動が生じた場合には、改めて検討を行い、当社取締役

会に対して、大規模買付対抗措置の発動または中止等（新株予約権無償割当ての実施、新株予約権無

償割当ての中止および新株予約権の取得を含みます。）に関する勧告を行うことができるものとします。 

当社取締役会は、独立委員会の勧告を最大限尊重した上で、当社取締役会としての意見を取り纏めて

情報開示を行います。また、必要に応じ、大規模買付者との間で大規模買付行為に関する条件改善につ

いて交渉および協議を行い、当社取締役会として株主の皆様に対し、代替案を提示することがあります。 

 

３．大規模買付対抗措置 

(1)大規模買付対抗措置の内容 

大規模買付者が本施策の手続に従うことなく大規模買付行為を行った場合等、後記(2)において述べる

一定の大規模買付対抗措置の発動の要件を満たす場合は、当社取締役会は、大規模買付対抗措置とし

て当社株主に対する新株予約権無償割当てを決議することができるものとします。また、会社法その他の

法令および当社定款上で認められるその他の対抗措置を発動することが適切と判断された場合には、当

該その他の対抗措置を用いることがあります。 

株主に対する無償割当ての方法によって発行される新株予約権無償割当ての概要は、別紙４に定める

とおりとします。この新株予約権には、一定割合以上の議決権割合となる特定株主グループに属する者に

よる権利行使は認められない旨を定めた行使条件や、かかる特定株主グループに属する者以外の新株予

約権者が所有する新株予約権のみを取得することができる旨を定めた取得条項等、大規模買付行為に対

する対抗措置としての効果を勘案した行使期間、行使条件、取得条項等を設けることが予定されていま

す。 

 

(2)大規模買付対抗措置の発動の要件 

当社取締役会が、具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議することができるのは、次の各号に定め

る要件を具備する場合に限るものとします。 

①大規模買付者が意向表明書を当社取締役会に提出せず、またはその他本施策の手続に定める十分な

情報提供を行うことなく大規模買付行為を行った場合、大規模買付者が当社取締役会の評価期間が経
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過する前に大規模買付行為を行った場合、その他大規模買付者が本施策の手続を遵守しなかった場

合は、当社取締役会は、大規模買付対抗措置の発動を決議することができるものとします。 

②大規模買付者が本施策の手続を遵守した場合は、当社取締役会が、意向表明書および本情報の内容

を検討・評価した結果、当該大規模買付行為に反対の意見を有するに至ったときでも、当該大規模買

付行為につき反対意見を表明し、または当社の経営方針等について当社取締役会としての代替的提

案を提示することはあっても、原則として大規模買付対抗措置の発動を決議しないものとします。ただし、

大規模買付者が本施策の手続を遵守した場合であっても、大規模買付行為が当社の企業価値および

会社の利益ひいては株主共同の利益を著しく毀損すると判断されたときは、当社取締役会が相当な大

規模買付対抗措置の発動を決議することを否定するものではありません。具体的には、次の各号のいず

れかの類型に該当する場合には、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益を著し

く毀損する大規模買付行為に該当するものと考えます。 

(ⅰ)当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、真に当社の経営に参加する意思がないにもかか

わらず、専ら当社の株価を上昇させて株式を高値で当社関係者等に引き取らせることにある場合（い

わゆるグリーンメーラーである場合） 

(ⅱ)当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社の事業経営上必要な不動産、動産、

知的財産権、ノウハウ、企業秘密、主要取引先、顧客その他の当社グループの資産を特定株主グル

ープに移譲させることにある場合 

(ⅲ)当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、当社グループの資産の全部または重要

な一部を当該大規模買付行為に係る特定株主グループの債務の担保や弁済原資として流用すること

にある場合 

(ⅳ)当該大規模買付行為または経営権取得の目的が、主として、会社経営を一時的に支配して、当社グ

ループの所有する不動産、有価証券等の高額資産等を売却等処分させ、その処分利益をもって一時

的な高配当をさせるか、あるいは一時的高配当による株価の急上昇の機会を狙って株式の高価売り

抜けをすることにある場合 

(ⅴ)当該大規模買付行為が、最初の買付けで全株式の買付けを勧誘することなく、二段階目の買付条件

を不利に設定し、あるいは明確にしないで、公開買付けを行う等、株主に当社株式の売却を事実上強

要するおそれのある場合 

(ⅵ)当該大規模買付行為または経営権の取得により、当社の株主はもとより、顧客、取引先、従業員、地域

社会その他の利害関係者の利益を含む当社の企業価値を著しく毀損するおそれがある場合 

(ⅶ)当該大規模買付行為に係る買付けの条件（対価の価額・種類、買付けの時期、買付方法の適法性、

買付実行の実現可能性、買付け後における当社グループの従業員、取引先、顧客その他利害関係

者の処遇方針等を含む。）が当社の本源的価値に鑑みて著しく不十分または不適当である場合 

 

(3)大規模買付対抗措置の発動の手続 

当社取締役会が具体的な大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたっては、当社取締役会の判断

の客観性および合理性を担保するため、独立委員会の意見・勧告を最大限尊重し、また、外部専門家等

の助言を受けながら、会社法上の機関としての決議を速やかに行うものとします。 

また、当社取締役会は、一旦対抗措置を発動すべきか否かについて決議した後であっても、大規模買

付者が大規模買付行為を中止または撤回した場合等、当該決議の前提となった事実関係等に変動が生

じた場合には、改めて独立委員会に諮問した上で再度審議を行い、独立委員会の意見・勧告を最大限尊

重した上で、大規模買付対抗措置の発動または中止等を決議することができるものとします。 

当社取締役会は、前記決議を行った場合、当該決議ならびに独立委員会の意見および勧告の概要そ
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の他当社取締役会が適切と判断する事項について速やかに情報開示を行います。 

 

４．本施策の有効期間ならびに廃止および変更 

本施策の有効期間は、平成 32年３月に開催予定の当社定時株主総会終結の時までとします。 

ただし、当該定時株主総会終結時において、現に大規模買付行為を行っている者または大規模買付行

為を企図する者であって当社取締役会が定める者が存在している場合には、当該行為への対応のために

必要な限度で、かかる有効期間は延長されるものとします。また、本施策の有効期間満了前であっても、当

社取締役会は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保または向上の観点か

ら、関係法令の整備等の状況を踏まえ、本施策について随時見直しを検討します。かかる検討の結果、本

施策を廃止することが適切であると判断される場合、本施策はその有効期間中であっても、当社取締役会

による廃止の決議により、その時点で廃止されるものとします。さらに、当社株主総会において、本施策を

廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策はその時点で廃止されるものとします。  

また、関係法令の新設または改廃により、本施策の規定に修正を加える必要が生じた場合には、当該法

令の趣旨に従い、かつ、本施策の基本的考え方に反しない範囲で、適宜本施策の文言を読み替えるもの

とします。 

 

第３ 本施策の合理性について 

 

本施策は、経済産業省および法務省が平成 17 年５月 27 日に公表した「企業価値・株主共同の利益の

確保又は向上のための買収防衛策に関する指針」の定める三原則（①企業価値・株主共同の利益の確

保・向上の原則、②事前開示・株主意思の原則、③必要性・相当性確保の原則）を以下のとおり充足して

おり、また、経済産業省に設置された企業価値研究会が平成 20年６月 30日に公表した「近時の諸環境の

変化を踏まえた買収防衛策の在り方」および東京証券取引所が導入し、平成 27 年 6 月 1 日より適用を開

始した「コーポレートガバナンス・コード」の「原則１-５.いわゆる買収防衛策」の内容その他の買収防衛策に

関する実務・議論を踏まえた内容となっており、高度な合理性を有するものです。 

 

１．企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上の目的 

前記第１において述べたとおり、本施策は、株主の皆様をして大規模買付行為に応じるか否かについて

の適切な判断を可能ならしめ、かつ当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益に対す

る明白な侵害を防止するため、大規模買付者が従うべき本施策の手続、ならびに当社が発動しうる大規模

買付対抗措置の内容および発動要件をあらかじめ設定するものであり、当社の企業価値および会社の利

益ひいては株主共同の利益の確保および向上を目的とするものです。 

また、前記第２において述べた本施策の手続の内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動

要件は、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保および向上という目的に照

らして合理的であり、当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保および向上に資

するような大規模買付行為までも不当に制限するものではないと考えます。 

 

２．事前開示 

本施策における本施策の手続の内容ならびに大規模買付対抗措置の内容および発動要件は、いずれ

も前記第２において具体的かつ明確に示したところであり、株主および投資家の皆様ならびに大規模買付

者にとって十分な予見可能性を与えるものであると考えます。 
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３．株主意思の反映 

本施策は、株主意思を適切に反映させる機会を確保するため、当社定款第 18条の規定に基づき、本定

時株主総会において株主の皆様のご承認が得られることを条件として継続するものであり、本定時株主総

会において株主の皆様のご承認が得られない場合、本施策は継続されません。また、本施策の有効期間

は、平成 32年３月開催予定の当社定時株主総会終結の時までの３年間ですが、たとえ有効期間の満了前

であっても、当社取締役の任期は１年であり、当社株主総会における過半数の決議（普通決議）による取締

役の選解任を通じて本施策に対する株主の皆様のご意思を反映させることも可能であるとともに、より直截

に、当社株主総会において、本施策を廃止する旨の決議が行われた場合には、本施策はその時点で廃

止されることとしております。なお、有効期間満了後は当社株主総会において本施策の継続または新たな

内容の施策の導入等に関して株主の皆様のご意思を確認させて頂くことを予定しております。 

したがって、本施策の継続、廃止または変更の是非の判断には、当社株主総会における決議を通じて

株主の皆様のご意思を反映させる仕組みになっているものと考えます。 

また、本施策は、本施策に基づく大規模買付対抗措置の発動または不発動の判断を株主の皆様が当

社取締役会に委ねる前提として、当該大規模買付対抗措置の発動の条件を個別の場合に応じて具体的

に設定し、株主の皆様に示すものです。 

したがって、当該発動条件に従った大規模買付対抗措置の発動は、株主の皆様のご意向が反映された

ものとなります。 

 

４．取締役会の判断の客観性・合理性の確保 

本施策においては、前記第２の３.(2)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の要件として、客観的かつ

明確な要件を定めており、発動の要件に該当するか否かの判断に当社取締役会の恣意的な判断の介入

する余地を可及的に排除しております。 

また、本施策においては、前記第２の３.(3)のとおり、大規模買付対抗措置の発動の手続を定め、当社取

締役会の恣意的な判断を排除しております。 

したがって、本施策においては、当社取締役会が大規模買付対抗措置の発動を決議するにあたり、そ

の判断の客観性・合理性を担保するための十分な仕組みが確保されているものと考えます。 

 

第４ 本施策が株主および投資家の皆様に及ぼす影響について 

 

１．本施策が株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

本施策は、大規模買付者が大規模買付行為を行うにあたって従うべきルールを定めたものにとどまり、

新株予約権その他の株券等を発行するものではありませんので、株主および投資家の皆様の法的権利お

よび経済的利益に影響を及ぼすものではありません。 

本施策は、当社の株主の皆様をして、必要かつ十分な情報をもって大規模買付行為について適切な判

断をすることを可能ならしめるものであり、当社の株主共同の利益に資するものと考えます。 

なお、大規模買付者が本施策の手続を遵守するか否かにより、大規模買付行為に対する当社の対応が

異なる可能性がありますので、株主および投資家の皆様におかれましては、大規模買付者の動向にご注

意ください。 

 

２．大規模買付対抗措置の発動が株主および投資家の皆様に及ぼす影響 

大規模買付対抗措置を発動した場合でも、当該大規模買付行為に係る特定株主グループの株主には、

その法的権利または経済的利益に損失を生ぜしめる可能性がありますが、それ以外の株主の皆様の法的
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権利または経済的利益には格別の損失を生ぜしめることは想定されておりません。当社取締役会が大規

模買付対抗措置の発動を決議した場合は、法令および金融商品取引所規則に従って、適時適切な情報

開示を行います。 

大規模買付対抗措置として株主の皆様に対する無償割当ての方法によって新株予約権の発行がなさ

れる場合、新株予約権の行使に際し、株主の皆様には、株式を取得するために、所定の権利行使期間内

に一定の金額の払込み等を行って頂く必要があります。かかる手続を行わない場合は、当該株主の皆様

の議決権保有割合が希釈化することになります（なお、別途、株主様ご自身が特定株主グループに属する

者でないことを誓約し、かかる誓約に虚偽が存した場合には交付された当社株式を直ちに返還するとの文

言を含む当社所定の書式による書面をご提出頂く場合があります。）。ただし、当社が新株予約権を取得し、

これと引換えに当社株式を交付することができるとの取得条項が定められた場合において、当社が取得の

手続を取ったときは、取得の対象となる新株予約権を保有する株主の皆様は、金銭を払い込むことなく当

社株式を受領することになり、その保有する株式１株当たりの価値の希釈化は生じますが、保有する株式

全体の価値の希釈化は生じません。 

なお、新株予約権無償割当てを受けるべき株主の皆様が確定した後において、当社が新株予約権無

償割当てを中止し、または無償割当てされた新株予約権を無償で取得する場合には、１株当たりの株式の

価値の希釈化は生じませんので、１株当たりの株式の価値の希釈化が生じることを前提にして売買を行っ

た投資家の皆様は、株価の変動により相応の損害を被る可能性があります。 

新株予約権の行使または取得に関しては差別的な条件が付されることが予定されているため、当該行

使または取得に際して、特定株主グループの株主の法的権利または経済的利益に希釈化が生じることが

想定されますが、この場合であっても、それ以外の株主および投資家の皆様の有する当社株式に係る法

的権利および経済的利益に対して直接具体的な影響を与えることは想定されておりません。もっとも、新株

予約権それ自体の譲渡は制限されているため、新株予約権無償割当てに係る基準日以降、新株予約権

の行使または新株予約権の当社による取得の結果、株主の皆様に株式が交付される場合には、株主の皆

様に株式が交付されるまでの期間、株主の皆様が保有する当社株式の価値のうち新株予約権に帰属する

部分については、譲渡による投下資本の回収はその限りで制約を受ける可能性がある点にご留意くださ

い。 

また、社債、株式等の振替に関する法律の規定により、新株予約権の行使の結果として交付される当社

普通株式については、特別口座に記録することができませんので、株主の皆様が新株予約権を行使する

際には、証券口座等の振替口座を開設して頂く必要がある点にご注意ください。 

以 上 
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（別紙１） 

 

当社株式の状況（平成 28年 12月 31日現在） 

 

１．発行可能株式総数: 普通株式 398,000,000株 

２．発行済株式総数: 普通株式 128,742,463株 

３．大株主の状況   

 

株  主  名 
所有株式数

(千株) 

発行済株式総数に対する 

所有株式数の割合（％） 

コクヨ共栄会 9,312 7.23 

日本トラスティ・サービス信託銀行㈱（信託口） 5,678 4.41 

コクヨエンタープライズ㈱ 4,231 3.29 

日本マスタートラスト信託銀行㈱（信託口） 3,719 2.89 

公益財団法人黒田緑化事業団 3,603 2.80 

コクヨ共和会 3,321 2.58 

㈱三井住友銀行 2,650 2.06 

コクヨグループ従業員投資会 2,003 1.56 

黒田 耕司 1,934 1.50 

小野薬品工業㈱ 1,857 1.44 

合   計 38,313 29.76 

(注) 上記のほか、当社は自己株式 10,461千株（8.13％）を保有しております。 

 

以 上 
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（別紙２） 

 

独立委員会規則の概要 

 

・構 成  ・委員会の委員は３名以上で構成し、当社の業務執行を行う経営陣から独立している当社の①

社外取締役、②社外監査役、③社外の有識者のいずれかに該当する者の中から、当社取締

役会が選任する。 

・社外の有識者は、弁護士、税理士、公認会計士、学識経験者、投資銀行業務に精通する者、

実績のある会社経営者、当社の事業に精通する者もしくは会社法等を主たる研究対象とする

研究者、またはこれらに準ずる者でなければならない。 

・社外の有識者は、別途当社に対する善管注意義務条項等を含む契約を当社との間で締結

する。 

 

・任 期  ・委員の任期は、選任の時から平成 31 年 12 月期に関する定時株主総会の終結の時までとす

る。 

・委員（社外の有識者である委員を除く。）が当社の社外取締役または社外監査役でなくなった

場合（再任された場合を除く。）には、委員としての任期も同時に終了する。 

 

・招 集  ・各委員は、大規模買付行為がなされようとする場合、その他いつでも委員会を招集することが

できる。 

 

・権 限  ・委員会は、次に掲げる事項について決定し、当社取締役会に勧告する。 

①本施策の対象となる大規模買付行為への該当性の判断 

②本施策に基づく対抗措置の発動または不発動 

③本施策に基づく対抗措置の中止 

④本施策に基づく対抗措置に係る新株予約権の取得 

⑤その他当社取締役会が判断すべき事項のうち、当社取締役会が委員会に諮問した事項 

・委員会は、必要に応じて次に掲げる事項を行うことができる。 

①大規模買付者が提供した本情報および当社取締役会が提供した情報の分析および評価 

②本施策が遵守されたか否かの判断 

③当社の企業価値および会社の利益ひいては株主共同の利益の確保・向上に必要な事項

であって当社取締役会が諮問した事項 

④その他本施策において委員会が行うことができるものと定められた事項 

 

・決 議   委員会の決議は、原則として委員全員が出席し、その過半数をもって行う。 

 

・その他  委員会は、当社の費用で独立した第三者（ファイナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計

士、コンサルタント、その他の専門家を含む。）の助言を得ること等ができる。 

 

以 上 
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（別紙３） 

 

独立委員会委員の氏名および略歴 

 

１．浜田 宏（はまだ ひろし）＜昭和 34年５月 30日生＞ 

昭和57年４月 山下新日本汽船㈱（現 ㈱商船三井）入社 

昭和62年３月 アメリカン・ライフ・インシュアランス・カンパニー日本支店（現 メットラ

イフ生命保険㈱）入社 

平成４年11月 米国クラーク・コンサルティング・グループ入社 

平成７年１月 デル・コンピュータ㈱（現 デル㈱）入社 

平成12年８月 同 代表取締役社長、同 米国本社副社長 

平成18年５月 ㈱リヴァンプ代表パートナー 

平成20年４月 ＨＯＹＡ㈱執行役最高執行責任者 

平成20年６月 同 取締役 

平成23年５月 ㈱Ｓｋｙｈａｒｂｏｒ代表取締役（現在に至る） 

平成23年11月 ＨＯＹＡ㈱取締役兼代表執行役最高執行責任者 

平成26年３月 当社社外取締役（現在に至る） 

平成27年５月 アルヒグループ㈱代表取締役会長ＣＥＯ（現在に至る）、アルヒ㈱代表取締役会

長ＣＥＯ（現在に至る） 

平成27年９月 アルヒグループ㈱代表取締役社長ＣＯＯ（現在に至る）、アルヒ㈱代表取締役社

長ＣＯＯ（現在に至る） 

 

２．安江 英行（やすえ ひでゆき）＜昭和 24年９月３日生＞ 

昭和48年４月 丸紅㈱入社 

平成３年６月 ニューヨーク州弁護士登録 

平成13年４月 丸紅㈱法務部長 

平成13年７月 英国弁護士登録 

平成17年４月 丸紅㈱執行役員 法務部長 

平成19年４月 同 常務執行役員 リスクマネジメント部・法務部担当役員補佐 

平成20年６月 同 代表取締役常務執行役員 総務部・リスクマネジメント部・法務部担当 

平成21年６月 同 常勤監査役 

平成26年１月 外国法事務弁護士登録（第二東京弁護士会）、東京丸の内法律事務所入所カウン

セル（現在に至る） 

平成27年６月 タツタ電線㈱社外取締役（監査等委員）（現在に至る） 
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３．稲葉 良睍（いなば よしみ）＜昭和 21年２月 24日生＞ 

昭和43年４月 トヨタ自動車販売㈱（現トヨタ自動車㈱）入社 

平成５年１月 米国トヨタ自動車販売㈱副社長 

平成９年６月 トヨタ自動車㈱取締役 

平成11年６月 米国トヨタ自動車販売㈱取締役社長 

平成17年６月 トヨタ自動車㈱代表取締役副社長 

平成19年６月 中部国際空港㈱取締役社長 

平成21年６月 トヨタ自動車㈱取締役、トヨタモーターノースアメリカ㈱取締役社長兼ＣＯＯ、

米国トヨタ自動車販売㈱取締役会長兼ＣＥＯ 

平成25年４月 米国トヨタ自動車販売㈱エグゼクティブチェアマン 

平成26年７月 トヨタ自動車㈱顧問（現在に至る） 

平成28年７月 名古屋テレビ放送㈱社外監査役（現在に至る） 

平成28年７月 学校法人海陽学園副理事長（現在に至る） 

 

以 上 
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（別紙４） 

 

新株予約権無償割当ての概要 

 

１．新株予約権付与の対象となる株主およびその割当条件 

当社取締役会が決定し公告する基準日における最終の株主名簿に記録された株主に対し、その所

有株式（ただし、当社の保有する当社普通株式を除く。）１株につき１個以上で当社取締役会が定める数

の割合で新株予約権を割り当てる。 
 

２．新株予約権の目的である株式の種類および数 

新株予約権の目的である株式の種類は当社普通株式とし、新株予約権１個当たりの目的である株式

の数は１株とする。ただし、当社が株式分割または株式併合を行う場合は、所要の調整を行うものとす

る。 
 

３．割り当てる新株予約権の総数 

割り当てる新株予約権の総数は、当社取締役会が決定し公告する基準日における当社発行可能株

式総数から当社普通株式の発行済株式（当社の所有する当社普通株式を除く。）の総数を減じた数を

上限として、当社取締役会が定める数とする。 
 

４．新株予約権の払込金額 

無償とする。 
 

５．新株予約権の行使に際して出資される財産の価額 

各新株予約権の行使に際してする出資の目的は金銭とし、各新株予約権の行使に際して出資される

財産の当社普通株式１株当たりの価額は、１円以上で当社取締役会が定める額とする。 
 

６．新株予約権の譲渡制限 

新株予約権の譲渡による取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 
 

７．新株予約権の行使条件 

新株予約権の行使条件は当社取締役会において別途定めるものとする（なお、大規模買付行為に係

る特定株主グループ（以下、「非適格者」という。）による権利行使は認められないとの行使条件を付すこ

とが予定されている。)。 

なお、本「新株予約権無償割当ての概要」に用いられる用語は次のとおり定義される。 

(1) 「大規模買付行為」とは、(i)特定株主グループの議決権割合を 20％以上とすることを目的とする当社

株券等の買付行為もしくは結果として特定株主グループの議決権割合が 20％以上となる当社株券等

の買付行為またはその提案（市場取引、公開買付け等の具体的な買付方法の如何を問わないが、あ

らかじめ当社取締役会が同意した者による買付行為またはその提案を除く。）、または、(ii)前記(i)の各

行為の実施の有無にかかわらず、当社の特定の株主が、当社の他の株主（複数である場合を含む。

以下、本項において同じ。）との間で、当該他の株主が当該特定の株主の共同保有者に該当するに

至るような合意その他の行為、または当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実

質的に支配し、もしくはそれらの者が共同ないし協調して行動する関係を樹立する行為（ただし、当社

が発行者である株券等につき当該特定の株主と当該他の株主の株券等保有割合の合計が 20％以

上となるような場合に限る。）をいう。 

(2) 「特定株主グループ」とは、①当社株券等の保有者およびその共同保有者、②当社株券等の買付け

等を行う者およびその特別関係者、または③前記①および②に該当する者の関連者をいう。 

(3) 「議決権割合」とは、特定株主グループが前記①の場合においては当該保有者の株券等保有割合を

いい、特定株主グループが前記②の場合においては当該買付け等を行う者および当該特別関係者
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の株券等所有割合の合計をいう。 

(4) 「当社株券等」とは、金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する株券等をいう。 

(5) 前記(1)（ii）の「当該特定の株主と当該他の株主との間にその一方が他方を実質的に支配し、もしくは

それらの者が共同ないし協調して行動する関係」が樹立されたか否かの判定は、新たな出資関係、業

務提携関係、取引ないし契約関係、役員兼任関係、資金提供関係、信用供与関係、デリバティブや

貸株等を通じた当社の株券等に関する実質的な利害関係等の形成や、当該大規模買付者および当

該他の株主が当社に対して直接・間接に及ぼす影響等を基礎に行うものとする。 

(6) 前記(1)(ii)の所定の行為がなされたか否かの判定は、当社取締役会が独立委員会の勧告に基づき合

理的に行うものとする。なお、当社取締役会は、前記(1)(ii)の所定の要件に該当するか否かの判定に

必要と判断される範囲において、当社の株主に対して必要な情報の提供を求めることがある。 

(7) 「保有者」とは、金融商品取引法第 27条の 23第１項に規定する保有者をいい、同条第３項に基づき保

有者とみなされる者を含む。 

(8) 「共同保有者」とは、金融商品取引法第27条の23第５項に規定する共同保有者をいい、同条第６項に

基づき共同保有者とみなされる者を含む。 

(9) 「買付け等」とは、金融商品取引法第 27 条の２第１項に規定する買付け等をいい、取引所金融商品市

場において行われるものを含む。 

(10)「特別関係者」とは、金融商品取引法第 27 条の２第７項に規定する特別関係者をいう。ただし、同項第

１号に掲げる者については、発行者以外の者による株券等の公開買付けの開示に関する内閣府令

第３条第２項で定める者を除く。 

(11)ある者の「関連者」とは、実質的にその者を支配し、その者に支配され、もしくはその者と共同の支配下

にある者（当社取締役会がこれに該当すると認めた者を含む。）、またはその者と協調して行動する者

として当社取締役会が認めた者をいう。「支配」とは、他の会社等の「財務及び事業の方針の決定を支

配している場合」（会社法施行規則第３条第３項に定義される。）をいう。 

(12)「株券等保有割合」とは、金融商品取引法第 27 条の 23 第４項に規定する株券等保有割合をいい、当

該保有者の共同保有者の保有株券等の数（同項に規定する保有株券等の数をいう。）も計算上考慮

するものとする。 

(13)「株券等所有割合」とは、金融商品取引法第 27条の２第８項に規定する株券等所有割合をいう。 
 

８．当社による新株予約権の取得 

(1) 当社は、当社取締役会が別に定める日の到来をもって、当社取締役会の決議に従い、①新株予約権

の全部もしくは一部または②非適格者以外の新株予約権者が所有する新株予約権についてのみを

取得することができる旨の取得条項（①において新株予約権の一部を取得する場合には、内容の異

なる複数の取得条項を設け、非適格者以外の新株予約権者と非適格者とで取得の対価を異ならせる

ことがあり得る。）を付すことが予定されている。取得条項の詳細については、当社取締役会において

別途定めるものとする。 

(2) 前項に定める取得条項を付す場合において、非適格者以外の新株予約権者が所有する新株予約権

を取得するときは、これと引換えに、当該新株予約権者に対して当該新株予約権１個につきあらかじ

め定める数の当社普通株式を交付する旨の定めを設けることができるものとする。 

(3) 前記(1)で内容の異なる複数の取得条項を付すこととし、非適格者から新株予約権を取得する旨の定

めを置く場合においても、その取得の対価として金員等を交付する旨の定めは設けないものとする。 
 

９．新株予約権の行使期間等 

新株予約権の行使期間その他必要な事項については、当社取締役会において別途定めるものとす

る。 
 

10．新株予約権証券 

新株予約権に係る新株予約権証券は、発行しないものとする。 

以 上 


